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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プエラリア・トムソニイ（Ｐｕｅｒａｒｉａ ｔｈｏｍｓｏｎｉｉ）の花由来のテクトリ
ゲニン類と、エリスリトール、キシリトール、ステビア、ソーマチン、アスパルテーム、
アセスルファムカリウム及びスクラロースからなる群から選ばれる少なくとも２種類の甘
味料とを含有することを特徴とする組成物（ただし、スイカズラ抽出物を含有する飲料を
除く）。
【請求項２】
プエラリア・トムソニイ（Ｐｕｅｒａｒｉａ ｔｈｏｍｓｏｎｉｉ）の花由来のテクトリ
ゲニン類と、エリスリトール、キシリトール、ステビア、ソーマチン、アスパルテーム、
アセスルファムカリウム及びスクラロースからなる群から選ばれる少なくとも２種類の甘
味料とを含有することを特徴とする容器詰め飲料（ただし、スイカズラ抽出物を含有する
飲料を除く）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、葛花処理物を含有する容器詰め飲料、及びテクトリゲニン類を含有する容器詰
め飲料に関する。
【背景技術】
【０００２】
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葛は、マメ科の大形蔓性の植物であり、その根から採取される葛澱粉は、古くから和菓子
の原料として用いられている。その根および花は、それぞれ葛根および葛花と称し、解熱
薬、鎮痛薬、鎮痙薬、発汗などの症状に対する薬などの漢方薬の原料として用いられてい
る。特に、葛花は、体脂肪低減作用を有することが知られており（特許文献１）、葛花由
来のイソフラボン類が肝障害改善作用、二日酔い予防作用、尿窒素代謝改善作用など様々
な作用を有することが知られている（特許文献１～５）。また、イソフラボン類が脂肪分
解促進作用を有することも知られている。（非特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許－４８７９７４１号公報
【特許文献２】特許－３４５４７１８号公報
【特許文献３】特公平８－３２６３２号公報
【特許文献４】特開２００７－１３７８６１号公報
【特許文献５】特許－２８２９３８７号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】T. Kamiya et al., Evid Based Complement Alternat Med., Volume 20
12, Article ID 272710, 2012
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
葛花には、テクトリゲニン類をはじめ、有用と思われる様々な成分が含まれているにもか
かわらず、抽出物の乾燥粉末または乾燥物自体が漢方薬の原料など限られた分野で細々と
利用されているだけである。葛花処理物の生理作用をより効果的に発現させる目的で、有
効量の葛花処理物を摂取するためには、多量の葛花処理物を容易にとりやすい飲料形態が
、嗜好性・市場性から望ましい。特に、飲用しやすい容器形態として、再栓可能な蓋部を
有する容器、具体的には、ＰＥＴボトルなどの需要が高まっている。しかしながら、葛花
処理物は、独特の風味があるため、多量に配合し、飲料形態とするとその嗜好性の点で摂
取しにくいという課題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者は、鋭意検討した結果、葛花処理物を含有しているにもかかわらず葛花特有の独
特な風味がなく、嗜好性に優れ、安定性がよく長期間の飲用に耐えられる容器詰め飲料が
得られることを見出した。
【０００７】
本発明は、以下の容器詰め飲料を提供するものである。
葛花処理物を含有することを特徴とする、容器詰め飲料。
＜１＞葛花処理物を含有することを特徴とする容器詰め飲料。
＜２＞テクトリゲニン類を含有することを特徴とする容器詰め飲料。
＜３＞さらに茶処理物を含有することを特徴とする＜１＞又は＜２＞のいずれかに記載の
容器詰め飲料。
＜４＞葛花処理物及び人工甘味料を含有することを特徴とする組成物。
＜５＞テクトリゲニン類及び人工甘味料を含有することを特徴とする組成物。
＜６＞人工甘味料がアセスルファムカリウム、アスパルテーム、スクラロース、ステビア
から選ばれる少なくとも１つを含有することを特徴とする、＜４＞又は＜５＞のいずれか
に記載の組成物。
＜７＞葛花処理物及び人工甘味料を含有することを特徴とする体脂肪低減用組成物。
＜８＞テクトリゲニン類及び人工甘味料を含有することを特徴とする体脂肪低減用組成物
。
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＜９＞葛花処理物及び人工甘味料を含有することを特徴とする血糖値上昇抑制用組成物。
＜１０＞テクトリゲニン類及び人工甘味料を含有することを特徴とする血糖値上昇抑制用
組成物。
＜１１＞＜４＞～＜１０＞の組成物を用いた容器詰め飲料。
【０００８】
本発明の容器詰め飲料は、葛花処理物を含有する容器詰め飲料である。本発明の容器詰め
飲料は、嗜好性に優れ、長期間の保存も可能であり、また透明容器に充填して高温保存し
ても長期間色調が安定なものである。また、本発明の容器詰め飲料は、葛花処理物を含有
することにより、葛花処理物の有する優れた作用、特に、体脂肪低減作用や血糖値上昇抑
制作用を有するものである。
【０００９】
また、本発明の容器詰め飲料は、テクトリゲニン類を含有する容器詰め飲料である。本発
明の容器詰め飲料は、嗜好性に優れ、長期間の保存も可能であり、また透明容器に充填し
て高温保存しても長期間色調が安定なものである。また、本発明の容器詰め飲料は、テク
トリゲニン類を含有することにより、テクトリゲニン類の有する優れた作用、特に、体脂
肪低減作用や血糖値上昇抑制作用を有するものである。
【００１０】
また、本願発明は、葛花処理物及び人工甘味料を含有する組成物である。葛花処理物及び
人工甘味料を併用することにより、嗜好性を高めるとともに保存安定性も向上する。また
、葛花処理物の有する効果である体脂肪低減作用や血糖値上昇抑制作用を高めることがで
きる。
【００１１】
また、本願発明は、テクトリゲニン類及び人工甘味料を含有する組成物である。テクトリ
ゲニン類及び人工甘味料を併用することにより、嗜好性を高めるとともに保存安定性も向
上する。また、テクトリゲニン類の有する効果である体脂肪低減作用や血糖値上昇抑制作
用を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】葛花飲料、葛花茶飲料の吸光度測定結果を表す。
【図２】葛花飲料、葛花茶飲料の保存中のテクトリゲニン類含有量変化率を表す。
【図３】各ｐＨにおける葛花飲料の吸光度測定結果を表す。
【図４】各ｐＨにおける葛花飲料の保存中のテクトリゲニン類含有量変化率を表す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
本発明の容器詰め飲料は葛花処理物を含有することを特徴とする。
【００１４】
また、本発明の容器詰め飲料は、テクトリゲニン類を含有することを特徴とする。
【００１５】
（葛花処理物）
葛花は、葛植物の花部である。葛植物は、通常知られているとおりのマメ科クズ属のつる
性多年生植物であり、日本、中国、台湾、東南アジアなどに分布することが知られている
。葛植物の種類としては、プエラリア・トムソニイ（Ｐｕｅｒａｒｉａ ｔｈｏｍｓｏｎ
ｉｉ）、プエラリア・ロバータ（Ｐｕｅｒａｒｉａ ｌｏｂａｔａ）、プエラリア・スン
バーギアナ（Ｐｕｅｒａｒｉａ ｔｈｕｎｂｅｒｇｉａｎａ）等が挙げられる。本発明に
おいては、葛植物のどのような種のものを用いてもよく、特に制限はないが、体脂肪低減
効果や血流改善効果が知られているプエラリア・トムソニイ（Ｐｕｅｒａｒｉａ ｔｈｏ
ｍｓｏｎｉｉ）を用いることが好ましい。葛花には、カッカライド、カッカリドン、イリ
ソリドン、バイオカニンＡ、6-ヒドロキシビオカニンA-6,7-ジ-O-グルコシド、ゲニステ
イン、ゲニスチン、6-ヒドロキシゲニステイン-6,7-ジ-O-グルコシド、グリシテイン、グ
リシチン、テクトリゲニン、テクトリジン、テクトリゲニン-7-O-キシロシルグルコシド
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、ダイゼイン又はダイジン等のイソフラボン及びその配糖体又は誘導体を含むイソフラボ
ン類、ソヤサポゲノールＢ、ソファラジオール等のサポニン及びその配糖体又は誘導体を
含むサポニン類、トリプトファン配糖体、糖質、脂肪族有機酸、芳香族有機酸、糖アルコ
ール、水溶性食物繊維、ビタミン類などが含有されている。本発明で用いる葛花処理物の
原料である葛花は、イソフラボン及びその配糖体又は誘導体を含むイソフラボン類、サポ
ニン及びこれらの配糖体又は誘導体を含むサポニン類から選ばれる少なくとも１種の成分
が含まれる花部の一部又は全体であればよく、いかなる開花の段階で採集された葛花であ
ってもよいが、例えば、上記成分の含有量が多いことから、全開する前の蕾の段階で採集
された葛花であることが好ましい。
【００１６】
葛花処理物は、葛花を処理したものに加えて、葛花自体をも包含する。葛花の処理手段は
特に限定されず、例えば、細断、破砕、磨砕、乾燥、加熱、抽出などの植物の花部を加工
処理する際に通常採られ得る物理的又は化学的処理であればよい。葛花処理物として好ま
しい形態は、葛花乾燥物又は葛花抽出物である。
【００１７】
葛花乾燥物は、葛花を乾燥して得られる物であり、例えば、葛花自体を乾燥したもの、葛
花自体を乾燥後破砕して得られるものなどが挙げられる。葛花乾燥物を得るための葛花の
乾燥手段は特に限定されないが、例えば、全開する前の蕾の段階で採集された葛花を、日
干しや熱風乾燥などにより乾燥することにより葛花乾燥物を得ることができる。乾燥の程
度は、葛花の水分含有量が十分に低下したことが確認されるまでの程度であればよく、例
えば、水分含有量が１０質量％又はそれ以下となるまでの程度であることが好ましい。ま
た、必要に応じて、葛花乾燥物は、粉砕することにより、粉末の形態とすることができる
。
【００１８】
葛花乾燥物の粉末を得る場合において、その粉末化の方法としては、例えば、当業者が通
常用いる方法であるボールミル、ハンマーミル、ローラーミルなどにより、葛花乾燥物を
粉砕又は粉末化する方法が挙げられるが、これらに限定されない。乾燥と粉末化の順序を
入れ替えて、乾燥前の葛花をマスコロイダー、スライサー、コミトロールなどで予め粉砕
しておき、この粉砕物を乾燥して葛花乾燥物の粉末とすることもできる。
【００１９】
葛花抽出物は、葛花の含有成分が抽出された物であれば特に限定されず、例えば葛花を圧
搾して得られる搾汁や葛花と溶媒とを用いて抽出して得られた抽出液などが挙げられる。
また、葛花抽出物は、搾汁や抽出液の溶媒希釈物、濃縮物や乾燥物であってもよく、例え
ば、液状、ペースト状、粉末状、細粒状、顆粒状、ペレット状、錠状等の固体状であって
もよい。いずれの場合も葛花抽出物のみでも良いし、例えば液状、ペースト状の場合は溶
媒等と混合状態でも良い。また、固体状の場合は賦形剤と混合したもの、更に賦形剤や結
合剤と共に成型したものでも良い。
【００２０】
葛花抽出物は、抽出液の形態で得る場合、通常知られている植物体を用いた溶媒抽出手段
により得ることができる。例えば、葛花に溶媒を加えて、適宜加温や撹拌などをすること
により、葛花抽出物が得られる。また、遠心分離や濾過などの通常知られている固液分離
手段を用いて、固形物（残渣）を除いた液体成分からなる葛花抽出物とすることができる
。なお、葛花抽出物の原料となる葛花としては、乾燥前後の葛花を用いることができるが
、抽出効率の観点から、例えば、葛花乾燥物であることが好ましい。
【００２１】
葛花抽出物を得る際に使用する溶媒としては、例えば、水、熱水、有機溶媒、含水有機溶
媒などが挙げられる。有機溶媒としては、抽出処理に通常用いられる有機溶媒であれば特
に限定されず、例えば、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール、ｎ－ブタノール、
アセトン、ヘキサン、シクロヘキサン、プロピレングリコール、エチルメチルケトン、グ
リセリン、酢酸メチル、酢酸エチル、ジエチルエーテル、ジクロロメタン、食用油脂、１
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，１，１，２－テトラフルオロエタン、１，１，２－トリクロロエテンなどが挙げられる
。上記溶媒のうち、イソフラボン類を効率よく抽出することができるものであることから
、水、熱水又は極性有機溶媒が好ましく、水、熱水、エタノール、ｎ－ブタノール、メタ
ノール、アセトン、プロピレングリコール又は酢酸エチルがより好ましく、水、熱水又は
エタノールがさらに好ましい。
【００２２】
葛花抽出物を得る際は、加温せずに抽出することもできるが抽出効率の観点から加温する
ことが好ましい。加温抽出手段としては、例えば、加熱還流などの加温抽出法や超臨界抽
出法などが挙げられ、場合によっては加圧して加温する手段を採用することができる。加
温抽出での抽出温度は、使用する溶媒の沸点以下の温度であれば特に制限はない。抽出温
度は、用いる溶媒によっても異なるが、一般に４℃～１５０℃である。抽出に用いる溶媒
が揮発することを防ぐために、加温温度の下限値を、例えば、３０℃以上、好ましくは５
０℃以上とし、加温温度の上限値を、例えば、１５０℃以下、好ましくは１３０℃以下と
設定するのがよい。
【００２３】
抽出時間は、イソフラボン類などの可溶性成分が葛花から十分に抽出される時間であれば
よいため、抽出温度などに応じて適宜設定すればよく、例えば、数分から数十時間であり
、加温条件や撹拌条件によっては３０分～４８時間とすることができる。なお、加温せず
に抽出する場合又は５０℃未満で抽出する場合は、例えば、抽出時間を６時間～４８時間
とすることができ、５０℃以上で加温する場合は、例えば、抽出時間を３０分～２４時間
とすることができる。抽出時間、すなわち抽出の開始から終了までの時間は、各種条件に
依存するが、例えば、可溶性成分の濃度を経時的に測定し、これらの濃度が最大濃度でプ
ラトーになった時間をもって抽出終了時間とすることができる。
【００２４】
葛花抽出物は、例えば、有機溶媒を除去するなどのために、抽出操作を経た抽出液を減圧
濃縮や凍結乾燥などの濃縮や乾燥などに供したものであってもよい。
【００２５】
葛花抽出物は、ダイヤイオンＨＰ２０、セパビースＳＰ８２５Ｌ、アンバーライトＸＡＤ
４、ＭＣＩｇｅｌＣＨＰ２０Ｐなどの合成吸着剤やセファデックスＬＨ－２０などのデキ
ストラン樹脂等のカラムや濃縮機などを用いて、イソフラボン類を高含有する抽出物とし
てもよい。
【００２６】
葛花に加えて、葛花乾燥物や葛花抽出物などの葛花処理物は、イソフラボン類を含有して
いるものを使用するのが好ましい。例えば、葛花乾燥物に含有されるイソフラボン類は、
葛花乾燥物の乾燥質量に対して０．１質量％以上、より好ましくは１質量％以上であり、
さらに好ましくは５質量%以上であり、特に好ましくは１０質量％以上である。また、葛
花抽出物に含有されるイソフラボン類は、葛花抽出物の乾燥質量に対して１質量％以上、
より好ましくは３質量％であり、さらに好ましくは１０質量％以上であり、特に好ましく
は１５質量％以上である。
【００２７】
（テクトリゲニン類）
本発明の容器詰め飲料で用いるテクトリゲニン類とは、イソフラボンの一種であるテクト
リゲニン、その配糖体又は誘導体、及びそれらの混合物を意味する。テクトリゲニン類は
クズ属植物やアヤメ属植物に含まれることが知られているが、本発明においてはクズ属植
物由来のテクトリゲニン類を使用することが好ましく、葛花処理物由来のテクトリゲニン
類を使用することがより好ましい。
【００２８】
本発明において、葛花処理物の含有量は、飲料中に成人１日あたり１ｍｇ以上摂取できる
ように含有していればよく、好ましくは５ｍｇ以上であり、よりに好ましくは１０ｍｇ以
上であり、更に好ましくは１５ｍｇ以上であり、特に好ましくは２０ｍｇ以上である。１
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日あたりの摂取量は、通常生活において１日に摂取する飲料に含まれる総量であり、１日
に１回、又は複数回に分けて摂取することができる。葛花処理物が少ないと葛花処理物由
来の効果、特にイソフラボン類の効果を得ることができないため、好ましくない。また、
葛花処理物が多いと特有の風味が強すぎてしまい、調和が取りにくくなるため、好ましく
ない。
【００２９】
本発明において、イソフラボン類の含有量は、飲料中に成人１日あたり１ｍｇ以上摂取で
きるように含有していればよく、好ましくは５ｍｇ以上であり、よりに好ましくは１０ｍ
ｇ以上であり、更に好ましくは１５ｍｇ以上であり、特に好ましくは２０ｍｇ以上である
。１日あたりの摂取量は、通常生活において１日に摂取する飲料に含まれる総量であり、
１日に１回、又は複数回に分けて摂取することができる。
【００３０】
本発明の容器詰め飲料において、テクトリゲニン類の含有量は、飲料中に成人１日あたり
１ｍｇ以上摂取できるように含有していればよく、好ましくは５ｍｇ以上であり、よりに
好ましくは１０ｍｇ以上であり、更に好ましくは１５ｍｇ以上であり、特に好ましくは２
０ｍｇ以上である。１日あたりの摂取量は、通常生活において１日に摂取する飲料に含ま
れる総量であり、１日に１回、又は複数回に分けて摂取することができる。
【００３１】
本発明においては、葛花処理物の他、必要に応じて、酸化防止剤、香料、各種エステル類
、有機酸（塩）類、無機酸（塩）類、色素類、乳化剤、保存料、甘味料、酸味料、塩等の
その他調味料、増粘安定剤、油、ビタミン、アミノ酸、ミネラル、果汁、エキス類、食物
繊維、環状オリゴ糖、ｐＨ調整剤、苦味抑制剤、キレート剤又は品質安定剤等の成分を単
独で又は２種以上を併用して配合してもよい。
【００３２】
本発明においては、保存安定性を高めることを目的として、酸化防止剤を配合しても良い
。使用できる酸化防止剤としては、例えば、アスコルビン酸又はその塩、トコフェロール
又はその誘導体、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール、エリソル
ビン酸ナトリウム、没食子酸プロピル、亜硫酸塩、二酸化硫黄、コーヒー豆抽出物、茶抽
出物、ローズマリー抽出物、ゴマ油抽出物等が挙げられる。好ましくは、ビタミンＣ、ビ
タミンＥである。本発明の容器詰め飲料において、酸化防止剤の配合量は特に限定はない
が、含有する場合は、０．０００１～１０質量％が好ましく、より好ましくは０．００１
～１質量％であり、更に好ましくは０．００５～０．５質量％である。酸化防止剤を配合
することにより、酸化による飲料の変色や風味の劣化を防止することができる。これらは
単独又は組み合わせて用いることが可能である。
【００３３】
本発明においては、嗜好性を高める目的として香料を配合することができる。香料として
は、動植物から抽出、圧搾、蒸留などの物理的手段や酵素処理により得られる天然香料や
、合成香料から適宜選択して使用できる。例えば、ペパーミント油、スペアミント油、ア
ニス油、ユーカリ油、ウィンターグリーン油、カシア油、クローブ油、タイム油、セージ
油、レモン油、オレンジ油、ハッカ油、カルダモン油、コリアンダー油、マンダリン油、
ライム油、ラベンダー油、ローズマリー油、ローレル油、カモミル油、キャラウェイ油、
マジョラム油、ベイ油、レモングラス油、オリガナム油、パインニードル油、ネロリ油、
ローズ油、ジャスミン油、グレープフルーツ油、スウィーティー油、柚油、イリスコンク
リート、アブソリュートペパーミント、アブソリュートローズ、オレンジフラワー、緑茶
、烏龍茶、紅茶などの茶由来の香料、コーヒー由来の香料等の天然香料、及び、これら天
然香料の加工処理（前溜部カット、後溜部カット、分留、液－液抽出、エッセンス化、粉
末香料化等）した香料、及び、メントール、カルボン、アネトール、シネオール、サリチ
ル酸メチル、シンナミックアルデヒド、オイゲノール、３－１－メントキシプロパン－１
，２－ジオール、チモール、リナロール、リナリールアセテート、リモネン、メントン、
メンチルアセテート、Ｎ－置換－パラメンタン－３－カルボキサミド、ピネン、オクチル
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アルデヒド、シトラール、プレゴン、カルビールアセテート、アニスアルデヒド、エチル
アセテート、エチルブチレート、アリルシクロヘキサンプロピオネート、メチルアンスラ
ニレート、エチルメチルフェニルグリシデート、バニリン、ウンデカラクトン、ヘキサナ
ール、ブタノール、イソアミルアルコール、ヘキセノール、ジメチルサルファイド、シク
ロテン、フルフラール、トリメチルピラジン、エチルラクテート、エチルチオアセテート
等の単品香料、更に、ストロベリーフレーバー、アップルフレーバー、バナナフレーバー
、パイナップルフレーバー、グレープフレーバー、マンゴーフレーバー、バターフレーバ
ー、ミルクフレーバー、フルーツミックスフレーバー、トロピカルフルーツフレーバー等
の調合香料等が挙げられる。これらは単独又は組み合わせて用いることが可能である。飲
料中に香料を含有する場合は、配合量は特に限定されないが、０．０００１～１０質量％
の範囲が好ましく、より好ましくは０．０００５～５質量％であり、更に好ましくは０．
００１～３質量％である。これらは単独又は組み合わせて用いることが可能である。
【００３４】
本発明においては、適宜有機酸又はその塩類、無機酸又はその塩類を配合することができ
る。使用できる無機酸又はその塩類としては、例えば、リン酸、リン酸二ナトリウム、メ
タリン酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウムなどが、有機酸類、有機酸塩類としてはクエ
ン酸、酢酸、コハク酸、イタコン酸、リンゴ酸、クエン酸ナトリウム、酢酸カリウムなど
が挙げられる。飲料中に有機酸又はその塩類、無機酸又はその塩類を含有する場合は、配
合量は特に限定されないが、０．０００１～１０質量％の範囲が好ましく、より好ましく
は０．０００５～５質量％であり、更に好ましくは０．００１～３質量％である。これら
は単独又は組み合わせて用いることが可能である。
【００３５】
本発明においては、適宜色素類を配合することができる。使用できる色素類としては、例
えば、カロチノイド系色素として、エビ、オキアミ、カニ、トマト、オレンジ、パプリカ
、クチナシ黄、マリーゴールド、サフラン、ファフィア、ヘマトコッカス、デュナリエラ
、ニンジン、イモ、アナトー、コーン、パーム油などを、アントラキノン系色素として、
コチニール、ラック，アカネなどを、ナフトキノン系色素として、アルカネット、シコン
などを、アントシアニン系色素として、赤キャベツ、シソ、紫イモ、紫ヤマイモ、レッド
カーラント、ローガンベリー、エルダーベリー、カウベリー、グースベリー、クランベリ
ー、サーモンベリー、スイムブルベリー、ストロベリー、ラズベリー、デュベリーハクル
ベリー、ブラックカーラント、ブラックベリー、ブルーベリー、ホワートルベリー、ボイ
センベリー、マルベリー、ウグイスカグラ、モレロチェリー、チェリー、ダークス、スウ
ィートチェリー、ブドウ果汁、ブドウ果皮、プラン、赤米、紫コーン、ハイビスカスなど
を、フラボノイド系色素として、アズキ全草抽出物、ソバ全抽出物、タマネギ、柿、ペカ
ンナッツ、シアナット、タマリンド、ナッツ、カカオ、コウリャン、カロブ、スオウ、シ
タン、エンジュ、ベニバナ赤、ベニバナ黄、カンゾウ、クーローなどを、ポルフィリン系
色素として、クロロフィル、クロロフィリン、ササなどを、ジケトン系色素としてウコン
を、ベタシアニン系色素としてビートレッドを、アザフィロン系色素として、ベニコウジ
、ベニコウジ黄などを、食用タール色素として、赤色２号、赤色３号、赤色４０号、赤色
１０２号、赤色１０４号、赤色１０５号、赤色１０６号、黄色４号、黄色５号、緑色３号
、青色１号、青色２号などを、その他、アルミニウム、金、銀、クサギ、クチナシ青、ク
チナシ赤、スピルリナ、ノリ、チコリ、イカスミ、カラメル、ココア、テアフラビンなど
が挙げられる。その中でもカラメル、ココア、テアフラビン等の褐色系色素はビタミンを
光からより保護することが可能となるため、ビタミンとの併用の際は好ましい。飲料中に
色素類を含有する場合は、配合量は特に限定されないが、好ましくは０．０００１～１質
量％であり、より好ましくは０．０００１～０．１質量％である。
【００３６】
本発明においては、必要に応じて乳化剤を配合することができる。使用できる乳化剤とし
ては、例えば、モノグリセリン脂肪酸エステル、ジグリセリン脂肪酸エステル、有機酸モ
ノグリセライド、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン縮合リシノレイン酸エ
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ステル）、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂
肪酸エステル、ユッカ抽出物、サポニン、レシチン等が挙げられる。飲料中に乳化剤を含
有する場合は、配合量は特に限定されないが、０．００１～１質量％の範囲が好ましく、
より好ましくは０．００５～０．５質量％である。０．００１質量％よりも少ないと充分
な効果を得ることができず、１質量％より多いと更なる効果が望めないためである。
【００３７】
本発明においては、保存安定性を高めることを目的として、保存料を配合することができ
る。保存料としては、例えば、安息香酸ナトリウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、
プロピオン酸、プロピオン酸ナトリウム、デヒドロ酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブ
チル、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸プロピル、亜硫酸ナトリウム
、次亜硫酸ナトリウム、ピロ亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ツヤ
プリシン、エゴノキ抽出物、ペクチン分解物、ε－ポリリシン、しらこたん抽出物（プロ
タミン）、ツヤプリシン（ヒノキチオール）等が挙げられる。これらは単独又は組み合わ
せて用いることが可能である。飲料中に保存料を配合する場合は、配合量は特に限定され
ないが、配合する場合は０．００１～１０質量％が好ましく、より好ましくは０．００５
～５質量％であり、更に好ましくは０．０１～１質量％である。保存料を配合することに
より、酸化による飲料の変色や風味の劣化を防止することができる。これらは単独又は組
み合わせて用いることが可能である。
【００３８】
本発明においては、適宜甘味料を配合することができる。使用できる甘味料としては、例
えば、砂糖、和三盆、黒糖、三温糖、蜂蜜、メープルシロップ、モラセス（糖蜜）、水飴
、ブドウ糖、果糖、麦芽糖、ショ糖、ブドウ糖果糖液糖、果糖ブドウ糖液糖、高果糖ブド
ウ糖液糖、異性化糖、オリゴ糖などの糖類のほか、エリスリトール、トレハロース、マル
チトール、パラチノース、キシリトール、ソルビトール、マンニトール、還元パラチノー
ス、甘草抽出物、ステビア、羅漢果抽出物、ソーマチン、グリセリン、クルクリン、モネ
リン、モナチン、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロース、サッカリン
又はその塩、ズルチン、サイクラミン酸又はその塩、ネオテーム、ネオヘスペリジン、ジ
ヒドロカルコン等の人工甘味料が挙げられ、これらから適宜選択して１種又は２種以上を
使用することができる。飲料中に甘味料を配合する場合は、配合量は特に限定されないが
、配合する場合は０．０００１～３０質量％が好ましく、より好ましくは０．０００５～
２５質量％であり、更に好ましくは０．００１～２０質量％である。
【００３９】
本発明においては、葛花処理物と甘味料を含有するのが好ましい。甘味料の中でも人工甘
味料が好ましく用いられ、具体的にはエリスリトール、トレハロース、マルチトール、パ
ラチノース、キシリトール、ソルビトール、マンニトール、還元パラチノース、甘草抽出
物、ステビア、羅漢果抽出物、ソーマチン、グリセリン、クルクリン、モネリン、モナチ
ン、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロース、サッカリン又はその塩、
ズルチン、サイクラミン酸又はその塩、ネオテーム、ネオヘスペリジン、ジヒドロカルコ
ンが挙げられる。後述する実施例５～３４から明らかな通り、葛花処理物は人工甘味料を
併用することで、葛花処理物の持つ独特の風味を改善し、飲料としての嗜好性を向上する
のみでなく、保存安定性の向上、体脂肪低減効果、血糖値上昇抑制効果を高めることがで
きる。好ましい人工甘味料はステビア、キシリトール、ソーマチン、アスパルテーム、ア
セスルファムカリウム、スクラロースから選ばれる１種又は２種以上を配合することであ
る。また、人工甘味料は２種以上配合することが好ましく、そのうち少なくとも１種はア
スパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロースから選ばれる甘味料である。
【００４０】
また、本願発明においては、テクトリゲニン類と甘味料を含有することが好ましい。甘味
料の中でも人工甘味料が好ましく用いられ、具体的にはエリスリトール、トレハロース、
マルチトール、パラチノース、キシリトール、ソルビトール、マンニトール、還元パラチ
ノース、甘草抽出物、ステビア、羅漢果抽出物、ソーマチン、グリセリン、クルクリン、
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モネリン、モナチン、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロース、サッカ
リン又はその塩、ズルチン、サイクラミン酸又はその塩、ネオテーム、ネオヘスペリジン
、ジヒドロカルコンが挙げられる。
【００４１】
本発明においては、適宜酸味料を配合することができる。使用できる酸味料としては、例
えば、天然成分から抽出した果汁類のほか、クエン酸、酢酸、酒石酸、リンゴ酸、乳酸、
フマル酸、リン酸、及びこれらの塩などが挙げられ、これらから適宜選択して１種又は２
種以上を使用することができる。酸味料を含有する場合は、配合量は特に限定されないが
、配合する場合は０．００１～１０質量％が好ましく、より好ましくは０．００１～５質
量％であり、更に好ましくは０．００５～７質量％である。
【００４２】
本発明においては、適宜増粘安定剤を配合することができる。使用できる増粘安定剤とし
ては、飲料に一般的に用いられている増粘安定剤であればよい。具体的には、カラギーナ
ン、キサンタンガム、アラビアガム、グアーガム、ローカストビーンガム、タラガム、タ
マリンドガム、ジェランガム、カルボキシメチルセルロース等のセルロース及びその誘導
体、プロピレングリコール、アルギン酸及びその塩、澱粉及びその誘導体、寒天、サイリ
ウムシードガム、ゼラチン、ファーセレラン、水溶性大豆多糖類、ペクチン等が挙げられ
、これらから適宜選択して１種又は２種以上を使用することができる。増粘安定剤の添加
量としては、用いる増粘安定剤の種類により一概には規定することができないが、一般に
は、密閉容器入り飲料に対して、０．００１～０．１質量％が望ましい。０．００１質量
％よりも少ないと充分な効果を得ることができず、０．１質量％より多いと密閉容器入り
乳飲料の調製における作業効率が悪くなるためである。
【００４３】
本発明においては、適宜ビタミンを配合することができる。配合するビタミンは水溶性ビ
タミン、脂溶性ビタミンのいずれのビタミンでも良いが、水溶性ビタミンのほうが好まし
い。具体的には、水溶性ビタミンとしてはビタミンＢ類（Ｂ１、Ｂ２、Ｂ６、Ｂ１２）、
ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、ビタミンＣが、脂溶性ビタミンとしてはビ
タミンＡ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ビタミンＫが挙げられ、これらから適宜選択して１
種又は２種以上を使用することができる。飲料中にビタミンを配合する場合は、配合量は
特に限定されないが、配合する場合は０．０００１～１０質量％が好ましく、より好まし
くは０．０００５～５質量％であり、更に好ましくは０．００１～１質量％である。
【００４４】
本発明においては、適宜アミノ酸を配合することができる。使用できるアミノ酸としては
、アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン、グルタミン、グ
ルタミン酸、グリシン、プロリン、セリン、チロシン、イソロイシン、ロイシン、リジン
、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジンが
挙げることができ、これらから適宜選択して１種又は２種以上を使用することができる。
特に、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、
トリプトファン、バリン、ヒスチジンの９種類のアミノ酸が人体では合成できず、人体に
とって必要不可欠なアミノ酸、すなわち、必須アミノ酸として知られており、これらの必
須アミノ酸をバランスよく摂取できる飲料組成とすることが望ましい。飲料中にアミノ酸
を配合する場合は、配合量は特に限定されないが、配合する場合は０．０００１～１０質
量％が好ましく、より好ましくは０．０００５～５質量％であり、更に好ましくは０．０
０１～１質量％である。
【００４５】
本発明においては、適宜ミネラルを配合することができる。使用できるミネラルとしては
、例えば、マグネシウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、亜鉛、鉄、リン、銅、マ
ンガン及びそれらの塩が挙げられ、これらから適宜選択して１種又は２種以上を使用する
ことができる。これらのミネラルは、飲料組成物において許容される水溶性塩の形態で飲
料中に添加されることができる。ミネラルの含有量は、葛花処理物やその他添加物と組み
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合わされたときに飲料の味と食感を向上させることができる量であれば特に限定されない
。ミネラルの含有量は、好ましくは、飲料全量に対して、金属イオン換算で、０．０００
１～０．１００質量％、より好ましくは０．００１～０．０５質量％である。
【００４６】
本発明においては、果汁やエキス類を配合することができる。使用できる果汁の種類は、
特に限定されないが、例えば、カンキツ果汁（スイートオレンジ果汁、ミカン果汁、グレ
ープフルーツ果汁、レモン果汁、ライム果汁など）、リンゴ果汁、ブドウ果汁、モモ果汁
、熱帯果実果汁（パイナップル、グアバ、バナナ、マンゴー、アセロラ、パパイヤ、パッ
ションフルーツなど）、その他果実の果汁（ウメ果汁、ナシ果汁、アンズ果汁、スモモ果
汁、ベリー果汁、キウイフルーツ果汁など）、トマト果汁、ニンジン果汁、イチゴ果汁、
メロン果汁などが挙げられ、好適にはカンキツ果汁、リンゴ果汁、モモ果汁、ブドウ果汁
、ブルーベリー果汁、ウメ果汁、カシス果汁が挙げられ、さらに好適には、カンキツ果汁
、ブドウ果汁、ブルーベリー果汁、カシス果汁が挙げられ、これらから適宜選択して１種
又は２種以上を使用することができる。
【００４７】
本発明で用いられる果汁は、不溶性固形物を含む状態の果汁である混濁果汁や、種々の方
法（精密濾過法、酵素処理法、限外濾過法及びその組み合わせ法など）で、不溶性固形物
を除去した清澄果汁を用いることができる。通常、保管スペースや輸送コストなどの点か
ら、搾汁した果汁の水分を除いて、濃縮した濃縮混濁果汁や濃縮清澄果汁などの濃縮果汁
を用い、濃縮果汁は場合によって、糖類、はちみつ等で糖度が調整されたり、酸度が調整
されたりする。また、果実の外皮を含む全果を破砕し種子など特に粗剛な固形物のみを除
いた全果果汁、果実を裏ごしした果実ピューレー、或いは、乾燥果実の果肉を破砕もしく
は抽出した果汁を用いることができる。本発明の容器詰め飲料中に果汁を配合する場合は
、配合量は特に限定されないが、配合する場合は飲料中に０．００１質量％以上が好まし
く、より好ましくは０．００５～５０質量％であり、更に好ましくは０．０１～３０質量
％である。
【００４８】
本発明で用いられるエキス類は、通常食品に使用される原料を溶媒（例えば、水、エタノ
ール又はこれらの混合物）で抽出して得られる抽出物や、原料から直接搾取した搾汁をい
う。エキス類は抽出物や搾汁を濃縮した物であってもよく、抽出物や搾汁を乾燥して得ら
れた乾燥物（顆粒、細粒、粉末）のいずれの形態でも使用できる。エキス類の原料として
は、例えば、野菜、果物、キノコ、花、茎葉、樹木、藻類等の植物由来の原料、動物由来
の原料が使用でき、これらから適宜選択して１種又は２種以上を使用することができる。
エキス類の配合量は特に限定されないが、好ましくは固形分量として０．０００１～１質
量％であり、より好ましくは０．０００１～０．１質量％である。
【００４９】
本発明においては、食物繊維を配合することができる。食物繊維は、水溶性食物繊維と不
溶性食物繊維とに大別されるが、いずれの食物繊維を用いてもよい。中でも、製品の粘性
や粒度に影響しない点で、水溶性食物繊維が好ましい。水溶性食物繊維としては、例えば
難消化性デキストリン、ペクチン、グアー豆酵素分解物、グアーガム、アガロース、グル
コマンナン、ポリデキストロース、アルギン酸及びその塩、βグルカン、イヌリン、カラ
ギーナン、フコイダン、及びこれらの誘導体などが挙げられ、不溶性食物繊維としては、
例えばセルロース、ヘミセルロース、リグニン、キチン、キトサン、及びこれらの誘導体
などが挙げられる。これらから適宜選択して１種又は２種以上を使用することができる。
上記食物繊維の中でも、製品の粘性や粒度、さらには透明性の観点から、難消化性デキス
トリン、ポリデキストロース、ペクチンが好ましい。食物繊維は苦味やエグ味を改善する
目的で配合することができる。本発明の容器詰め飲料中に食物繊維を配合する場合は、配
合量は特に限定されないが、飲料中に０．０１～２０質量％含有すればよく、好ましくは
０．０５～１５質量％であり、より好ましくは０．１～１０質量％である。
【００５０】
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本発明においては、品質の安定化や品質改善などの目的で環状オリゴ糖を配合してもよい
。使用できる環状オリゴ糖としては、例えば、α‐、β‐及びγ‐シクロデキストリン、
分岐（又は分枝）シクロデキストリンが挙げられ、これらから適宜選択して１種又は２種
以上を使用することができる。本発明の容器詰め飲料中に環状オリゴ糖を配合する場合は
、配合量は特に限定されないが、配合する場合は飲料中に０．０００１～５質量％含有す
れば良く、好ましくは０．００５～３質量％であり、より好ましくは０．０１～１質量％
である。
【００５１】
本発明においては、ｐＨ調製剤を配合してもよい。使用できるｐＨ調整剤としては、例え
ば、クエン酸、グルコン酸、コハク酸、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、二酸化炭素
、乳酸等が挙げられ、これらから適宜選択して１種又は２種以上を使用することができる
。ｐＨ調整剤の量は目的のｐＨになるように、必要に応じて適宜使用量や組合せを変更で
きる。
【００５２】
（苦味抑制剤）
本発明においては、苦味抑制剤を配合してもよい。使用できる苦味抑制剤としては、例え
ば、レシチン、糖、有機酸、フレーバー、環状オリゴ糖等が挙げられる。本発明の容器詰
め飲料中に苦味抑制剤を配合する場合は、配合量は特に限定されないが、配合する場合は
飲料中に０．０００１～５質量％含有すれば良く、好ましくは０．００５～３質量％であ
り、より好ましくは０．０１～１質量％である。
【００５３】
（キレート剤）
本発明においては、キレート剤を配合してもよい。使用できるキレート剤としては、例え
ば、エチレンジアミン、エチレンジアミン四酢酸、アルファリポ酸、メチルスルフォニル
メタン、フラボノイド化合物、ゲニステイン、クエン酸、リンゴ酸、フィチン酸、フィチ
ン、酒石酸、アルギン酸、グルコン酸、Ｌ－シスチン等又はそれらの塩が挙げられる。本
発明の容器詰め飲料中にキレート剤を配合する場合は、配合量は特に限定されないが、配
合する場合は飲料中に０．０００１～５質量％含有すれば良く、好ましくは０．００５～
３質量％であり、より好ましくは０．０１～１質量％である。
【００５４】
本発明の容器詰め飲料のｐＨは特に限定されないが、ｐＨ２以上が好ましく、より好まし
くは３以上であり、特に好ましくは３．５以上、とりわけ４以上である。また、ｐＨ８以
下が好ましく、より好ましくは７以下であり、特に好ましくは６．８以下であり、とりわ
け６以下である。ｐＨが低すぎると長期保存中の吸光度が高くなりやすい。また、ｐＨが
高すぎると風味の調和が取りにくくなり、嗜好性の低下が見られるだけでなく、長期保存
時中のテクトリゲニン類が分解しやすくなる。
【００５５】
本発明の容器詰め飲料は、透明か不透明かについては特に限定されない。透明性を有する
場合は、ヘイズ値８０以下、好ましくは８０～０．１、特に好ましくは７５～０．３であ
る。容器詰飲料のヘイズ値が上記範囲にある場合、成分が均一に分散して存在しているこ
とを示し、不溶分による飲料の長期保存時の異味・異臭の発生、風味剤の変質臭が感じら
れず、長期間の飲用に適する。また、酸素透過性の透明容器の形態であっても、ショーウ
ィンドウで照明が照射された時に、飲料の外観の変化が生ぜず、酸素透過下での光照射に
よる色調安定性に優れる。ここでヘイズ値とは、光路長１０ｍｍのガラスセルを透過した
透過光と散乱光をあわせた状態で測定される値で、０～１００の値をもち、値が小さい程
透明性が高い。
【００５６】
本発明の容器詰め飲料が透明性を有する場合、吸光度が０．８以下、好ましくは０．５以
下、特に好ましくは０．１以下、とりわけ０．０８以下である。容器詰め飲料の吸光度が
上記範囲にある場合、成分が均一に分散して存在していることを示し、不溶分による飲料
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の長期保存時の異味・異臭の発生、風味剤の変質臭が感じられず、長期間の飲用に適する
。ここで吸光度とは、分光光度計において波長７２０ｎｍでの吸光度における値で、値が
小さい程透明性が高い。
【００５７】
本発明の容器詰め飲料が透明性を有する場合は、保存中に澱（沈殿）が発生しないことが
好ましい。澱が発生すると外観が劣化するのみでなく、風味やのどごしが悪くなってしま
う。澱は、目視観察において飲料中の粒状物の発生や容器底部の濁りが発生したかで判断
することができる。本発明の容器詰め飲料においては、室温保存１ヶ月で澱が発生してい
なければ良く、室温保存３ヶ月で発生していないことが好ましい。
【００５８】
本発明の容器詰め飲料は、甘味料を含有するか否かについては特に限定されない。本発明
において、飲料に甘味料を含有しない場合のブリックス値は０．００１～１０％であれば
良く、好ましくは０．００５～８％である。甘味料を含有する場合はこの限りではない。
【００５９】
本発明の容器詰め飲料は、葛花処理物のみを含有する葛花飲料でも、葛花処理物以外の成
分も含有する飲料、例えば、茶飲料でも、非茶系飲料であってもよい。茶飲料としては、
例えば、緑茶などの不発酵茶飲料、烏龍茶などの半発酵茶飲料、紅茶などの発酵茶飲料、
麦茶、穀物茶、杜仲茶、ジャスミン茶、甜茶、はと麦茶、玄米茶、黒豆茶、ほうじ茶、プ
ーアル茶、マテ茶等を用いた茶飲料、ハーブティー、その他ブレンド茶飲料（例えば、は
とむぎ、玄米、大麦、黒ゴマ、どくだみ、大麦若葉、明日葉、よもぎ、烏龍茶、緑茶、熊
笹、プーアル茶、ほうじ茶、マテ茶、甜茶、発芽大麦、発芽玄米、昆布、シイタケ、あわ
、きび、ハブ茶、ゴマ、ルイボス、麦芽エキス、とうきび、大豆、田舎麦、とうもろこし
、黒豆（大豆）、チコリー、月見草、霊芝、びわの葉、カワラケツメイ、柿の葉、紅花、
あまちゃづる、南天、かりん、アロエ、杜仲葉、はすの葉、クコの実、みかんの皮、高麗
人参、グアバ葉、桑の葉、甘草、ウコン、ウイキョウ、アカメガシワ、ナツメ、チョウジ
、長命草等から２種以上を含有）などが例示される。また、非茶系飲料としては、例えば
、清涼飲料（例えば、果汁ジュース、野菜ジュース、スポーツ飲料、アイソトニック飲料
、ニアウォーター、エード、炭酸飲料等）、コーヒー飲料、ココア飲料、ゼリー飲料、乳
性飲料、豆乳類、栄養ドリンク剤、美容ドリンク剤等の非アルコール飲料、ワイン、清酒
、梅酒、ウィスキー、ブランデー、焼酎、ラム、ジン、リキュール類、ビール、発泡酒等
のアルコール飲料が例示される。その中でも、葛花処理物の嗜好性の観点から茶飲料、清
涼飲料、コーヒー飲料、ゼリー飲料、栄養ドリンク剤、美容ドリンク剤が好ましく、葛花
茶飲料、緑茶飲料、烏龍茶飲料、紅茶飲料、ブレンド茶飲料、野菜ジュース、コーヒー飲
料がより好ましい。本発明の容器詰め飲料は、栄養機能食品、特定保健用食品、疾病リス
ク低減表示特定保健用食品として用いても良い。
【００６０】
本発明の容器詰め飲料を茶飲料として提供する場合は、葛花処理物の他に、茶処理物を併
用することができる。茶処理物は、茶葉を処理したものに加えて茶葉自体をも包含する。
茶葉は乾燥物、乾燥粉末、抽出物のいずれのものも使用できる。茶葉抽出物の場合は茶葉
の成分が抽出されたものであれば特に限定されず、搾汁、抽出液などが挙げられる。また
、茶葉抽出物は搾汁や抽出液の溶媒希釈物、濃縮物や乾燥物であってもよく、例えば、液
状、ペースト状、粉末状、細粒状、顆粒状、ペレット状、錠状等の固体状であってもよい
。いずれの場合も茶葉抽出物のみでも良いし、例えば液状、ペースト状の場合は溶媒等と
混合状態でも良い。また、固体状の場合は賦形剤と混合したもの、更に賦形剤や結合剤と
共に成型したものでも良い。
【００６１】
茶処理物の原料としては、一般的に茶飲料として用いられる原料が挙げられ、例えば、緑
茶などの不発酵茶、烏龍茶などの半発酵茶、紅茶などの発酵茶、麦茶、穀物茶、杜仲茶、
ジャスミン茶、甜茶、はと麦茶、玄米茶、黒豆茶、ほうじ茶、プーアル茶、マテ茶等を用
いた茶飲料、ハーブティー、その他ブレンド茶等の茶葉が挙げられる。使用する茶葉は市
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販品を使用することができる。
【００６２】
本発明においては、葛花処理物の安定性向上の観点から、茶処理物を併用することが好ま
しい。使用する茶処理物としてはいずれも使用できるが、例えば、緑茶などの不発酵茶、
烏龍茶などの半発酵茶、紅茶などの発酵茶、麦茶、穀物茶、杜仲茶、ジャスミン茶、甜茶
、はと麦茶、玄米茶、黒豆茶、ほうじ茶、プーアル茶、マテ茶等を用いた茶飲料、ハーブ
ティー、その他ブレンド茶が挙げられ、好ましくは緑茶、烏龍茶、紅茶、ジャスミン茶で
ある。茶処理物を使用する場合は、葛花処理物に対して０．０１～１０００倍含有するこ
とができ、０．０５～５００倍含有するのが好ましく、０．１～１００倍含有するのが更
に好ましい。また、テクトリゲニン類に対して０．０１～１００００倍含有することがで
き、０．０５～５０００倍含有するのが好ましく、０．１～１０００倍含有するのが更に
好ましい。
【００６３】
本発明の茶飲料が紅茶の場合は甘味料やレモン等の果汁、酸味料、香料、牛乳や脱脂粉乳
等の乳成分、乳化剤を併用することもできる。
【００６４】
本発明の容器詰め飲料をコーヒー飲料として提供する場合は、葛花処理物の他に、コーヒ
ー処理物を併用することが好ましい。コーヒー処理物としては、例えば、コーヒー粉末を
そのまま、又はコーヒー抽出物が挙げられる。コーヒー処理物は、市販品を使用すること
ができる。また、牛乳や脱脂粉乳等の乳成分、乳化剤と併用し、乳成分を有するコーヒー
飲料とすることもできる。
【００６５】
また、本発明の容器詰め飲料は、カテキン類、テアニン、タンニン、テアフラビン類、テ
アルビジン類、ウーロン茶ポリフェノール、カフェイン、クロロゲン酸類等の成分をその
まま、又は茶葉、コーヒーやその他成分と併用することもできる。
【００６６】
本発明の容器詰め飲料で使用することができるカテキン類とは、カテキン、ガロカテキン
、カテキンガレート、ガロカテキンガレートなどの非エピ体カテキン類及びエピカテキン
、エピガロカテキン、エピカテキンガレート、エピガロカテキンガレートなどのエピ体カ
テキン類、それらの誘導体及びそれらの混合物の総称である。これらの誘導体としては、
アルキル化体、配糖体、抱合体、塩、エステル等の生理学的に許容されるものが挙げられ
る。塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩等のアルカ
リ金属塩、アルカリ土類金属塩が挙げられる。カテキン類の由来植物としては、柿、茶、
カカオ、ゆず、イモ、ブドウ、リンゴ、ブルーベリー、バナナ、栗皮、タマリンド、ミモ
ザ、五倍子等が挙げられるが、特に限定されるものではない。本発明においては、カテキ
ン類は、一般に市販されているものを使用することができる。本発明において、カテキン
類を配合する場合は、葛花処理物に対して０．００１～１０００倍含有することができ、
０．００５～５００倍含有するのが好ましく、０．０１～１００倍含有するのが更に好ま
しい。また、テクトリゲニン類に対して０．００１～１００００倍含有することができ、
０．００５～５０００倍含有するのが好ましく、０．０１～１０００倍含有するのが更に
好ましい。
【００６７】
本発明の容器詰め飲料で使用することができるテアニンとは、茶の旨味成分として知られ
、グルタミン酸－γ－エチルアミドからなる。Ｌ体、Ｄ体、ＤＬ体（ラセミ体）のいずれ
も使用可能である。市販の試薬、純品（テアニン含量９８％以上の精製品）、粗精製品（
テアニン含量５０～９８％）の他、茶抽出物またはその濃縮物の形態でも用いることがで
きる。本発明の容器詰め飲料で使用する場合は、呈味や沈殿等の保存性の観点から、粗精
製品または純品を用いることが好ましく、特に純品を用いることが好ましい。
【００６８】
本発明の容器詰め飲料で使用することができるテアニンは、どのような方法によって得ら
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れたものでも利用可能である。テアニンの製造方法としては、例えば茶葉からの分離精製
法、化学的合成法、茶細胞による組織培養法、酵素反応を利用する方法等が挙げられる。
酵素反応を利用する方法としては、例えばグルタミンとエチルアミンの混合物にグルタミ
ナーゼを作用させてテアニンを得る方法が挙げられる。
【００６９】
本発明の容器詰め飲料で使用することができるタンニンとは、植物の幹、皮、葉、実等か
ら抽出される天然物であり、ピロガロール系の加水分解型タンニンとカテコール系の縮合
型タンニンがある。タンニンの由来植物としては、柿、茶、カカオ、ゆず、イモ、ブドウ
、リンゴ、ブルーベリー、バナナ、栗皮、タマリンド、ミモザ、五倍子等が挙げられるが
、特に限定されるものではない。本発明においては、タンニンを含有する植物からの抽出
物を使用することができる。
【００７０】
本発明の容器詰め飲料で使用することができるテアフラビン類とは、テアフラビン（非ガ
レート型テアフラビン）の他、テアフラビン－３－モノガレート、テアフラビン－３’－
モノガレート、テアフラビン－３，３’－ジガレート等のガレート基を有するエステル型
テアフラビン（ガレート型テアフラビン）及びそれらの混合物の総称である。テアフラビ
ンは血中コレステロール濃度の低減効果、中性脂肪の減少効果を有することが知られてい
る。本発明においては、テアフラビン類は、一般に市販されているものを使用することが
できる。
【００７１】
本発明の容器詰め飲料で使用することができるテアルビジン類とは、チャの葉が発酵する
際に酵素的酸化によって形成されるポリフェノールの重合体である。テアルビジン類は血
液をさらさらにし、動脈硬化を予防する作用があることが知られている。本発明において
は、紅茶からの抽出物を使用することができる。
【００７２】
本発明の容器詰め飲料で使用することができるウーロン茶ポリフェノールとは、茶葉を半
発酵する過程でカテキン類が重合して生じるウーロン茶特有の成分である。ウーロン茶ポ
リフェノールの代表成分として、エピガロカテキン－３－ガレート（ＥＧＣＧ）２量体の
化学構造が確認されている。ウーロン茶ポリフェノールはコレステロールや中性脂肪の体
外への排出作用による高脂血症や肥満の改善効果、抗酸化作用による動脈硬化の予防、ブ
ドウ糖の吸収を抑制作用による血糖値の上昇抑制などの効果を有することが知られている
。本発明においては、ウーロン茶ポリフェノールは、一般に市販されているものを使用す
ることができる。
【００７３】
本発明の容器詰め飲料で使用できるカフェインとは、食品添加物として使用できる精製品
（カフェイン含量９８．５％以上の精製品）や、食品として使用できる粗精製品（カフェ
イン含量５０～９８．５％）の他、カフェインを含有する植物（茶葉、コーラの実、コー
ヒー豆、ガラナ等）の抽出物又はその濃縮物の形態でも用いることができる。本発明の容
器詰め飲料で使用する場合は、呈味や沈殿等の保存性の観点から、粗精製品または純品を
用いることが好ましく、特に純品を用いることが好ましい。
【００７４】
本発明の容器詰め飲料で使用できるクロロゲン酸類とは、モノカフェオイルキナ酸、フェ
ルラキナ酸、ジカフェオイルキナ酸、その誘導体及びそれらの混合物の総称である。ここ
でモノカフェオイルキナ酸としては３－カフェオイルキナ酸、４－カフェオイルキナ酸及
び５－カフェオイルキナ酸から選ばれる１種以上が挙げられる。またフェルラキナ酸とし
ては、３－フェルラキナ酸、４－フェルラキナ酸及び５－フェルラキナ酸から選ばれる１
種以上が挙げられる。ジカフェオイルキナ酸としては３，４－ジカフェオイルキナ酸、３
，５－ジカフェオイルキナ酸及び４，５－ジカフェオイルキナ酸から選ばれる１種以上が
挙げられる。また、これらの誘導体としては、塩、エステル等の生理学的に許容されるも
のが挙げられる。塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、マグネシウム
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塩等のアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩が挙げられる。本発明においては、クロロゲ
ン酸類は一般に市販されているものを使用することができる。
【００７５】
本発明の容器詰め飲料において、カテキン類、テアニン、タンニン、テアフラビン類、テ
アルビジン類、ウーロン茶ポリフェノール、カフェイン、クロロゲン酸類等の成分を含有
する場合は、それぞれ単独で、又は、２種類以上を用いても良い。上記成分は葛花処理物
に対して０．０００１～１００００倍含有することができ、０．００１～１０００倍含有
するのが好ましく、０．００５～５００倍含有するのが更に好ましい。
【００７６】
本発明の容器詰め飲料において、カテキン類、テアニン、タンニン、テアフラビン類、テ
アルビジン類、ウーロン茶ポリフェノール、カフェイン、クロロゲン酸類等の成分を含有
する場合は、それぞれ単独で、又は、２種類以上を用いても良い。上記成分はイソフラボ
ン類に対して０．０００１～１００００倍含有することができ、０．００１～１０００倍
含有するのが好ましく、０．００５～５００倍含有するのが更に好ましい。
【００７７】
本発明の容器詰め飲料において、カテキン類、テアニン、タンニン、テアフラビン類、テ
アルビジン類、ウーロン茶ポリフェノール、カフェイン、クロロゲン酸類等の成分を含有
する場合は、それぞれ単独で、又は、２種類以上を用いても良い。上記成分はテクトリゲ
ニン類に対して０．０００１～１００００倍含有することができ、０．００１～１０００
倍含有するのが好ましく、０．００５～５００倍含有するのが更に好ましい。
【００７８】
（容器）
本発明の容器詰め飲料に使用される容器は、通常飲料用容器として使用されているもので
あれば良く、スチール缶、アルミ缶等の金属容器、ＰＥＴボトル、紙パック、ビン等のガ
ラス容器、チルドカップ等のプラスチックカップ、チアパック等のパウチ等が挙げられる
。
【００７９】
（殺菌方法）
本発明の容器詰め飲料において、殺菌は、容器の種類や保存条件に合わせて、適宜選択す
ればよい。例えば、スチール缶、アルミ缶等の金属容器やチアパックなどのように容器に
充填後、加熱殺菌できる場合にあっては、レトルト殺菌法を用いて食品衛生法に定められ
た殺菌条件で製造されるが、ＰＥＴボトル、紙パックなどのようにレトルト殺菌できない
ものについては、あらかじめ上記と同等の殺菌条件、例えばプレート式熱交換器等での加
熱殺菌後、一定の温度まで冷却して容器に充填する等の方法が採用される。加熱殺菌の方
法としては、低温保持殺菌法（ＬＴＬＴ法）や高温保持殺菌法（ＨＴＬＴ法）、高温短時
間法（ＨＴＳＴ法）や超高温殺菌法（ＵＨＴ法）など、いずれの方法も使用できるが、Ｕ
ＨＴ法が好ましい。
【００８０】
（充填方法）
本発明の容器詰め飲料において、充填方法は適宜選択すればよい。充填方法としては、例
えば、ホットパック充填、無菌充填、アセプティック充填などが好ましい。充填された容
器に別の成分を含有して充填してもよい。更に、酸性下で加熱殺菌後、無菌下でｐＨを中
性に戻すことや、中性下で加熱殺菌後、無菌下でｐＨを酸性に戻す等の操作も可能である
。
【００８１】
（製造方法）
本発明の容器詰め飲料は、使用する原料に応じて従来の製造方法にて製造することができ
る。
【００８２】
（葛花液の製造）
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葛花処理物として、葛花乾燥物を使用する場合は、あらかじめ水や熱水に浸し、固形物（
残渣）などを除去することで葛花液を得る。熱水を使用する場合、熱水の温度は４０～１
００℃が好ましく、５０～９５℃がより好ましい。その後、必要に応じて濾過を行い、葛
花液中の不純物を除去する。熱水を使用する場合、濾過は一定の温度まで冷却した後に実
施するのが良い。一定温度まで冷却することにより、沈殿等の不純物を効率良く除去可能
となる。濁りや沈殿の防止として濾過を行う場合は、例えば、遠心分離、濾布、珪藻土濾
過やフィルター濾過等を用いて行うことができる。飲料のヘイズ値や吸光度を小さくする
ためにはフィルター濾過等の精密濾過が好ましい。濾過処理の際には、香味に寄与する成
分の過剰な除去を防ぐため、捕捉粒子径の適切な設定を行うことが望ましい。濾過を行い
不純物を除去することで、保存時の沈殿の発生の抑制や、飲用時ののどごしの悪さ等を改
善することができる。
【００８３】
葛花処理物として、葛花抽出物を使用する場合は、水又は熱水に葛花抽出物を加えて撹拌
し、必要に応じて濾過を行って不純物を除去することで葛花液を得る。熱水を用いる場合
、その温度は４０～１００℃が好ましく、５０～９５℃がより好ましい。その後、必要に
応じて濾過を行い、葛花液中の不純物を除去する。熱水を使用する場合、濾過は一定の温
度まで冷却した後に実施するのが良い。一定温度まで冷却することにより、沈殿等の不純
物を効率良く除去可能となる。濾過を行い不純物を除去することで、保存時の沈殿の発生
の抑制や、飲用時ののどごしの悪さ等を改善することができる。
【００８４】
本発明の容器詰め飲料を葛花飲料として提供する場合は、上記方法によって得られた葛花
液に、必要に応じて酸化防止剤、ｐＨ調製剤等の添加剤を加える。製造後は充填する容器
に応じて適切な工程で殺菌、充填を行う。
【００８５】
（茶飲料の製造）
本発明の容器詰め飲料が茶系飲料の場合は、使用する葛花処理物や茶処理物の種類によっ
て製造方法を選ぶことができる。使用する葛花処理物の原料として葛花乾燥物を使用する
場合は、あらかじめ葛花乾燥物と茶葉を混合した後に水又は熱水で抽出し、茶葉等を除去
後、ストレーナーなどで不純物を除き、抽出液を得ることができるし、葛花乾燥物と茶葉
とを別々に水又は熱水で抽出し、それぞれ茶葉等を除去後、ストレーナーなどで不純物を
除き、茶抽出液と葛花抽出液を得た後、混合して得ることもできる。茶抽出液は、そのま
ま用いてもよいし、あらかじめ溶媒を濃縮又は乾固したものも使用することもできる。熱
水を使用する場合、熱水の温度は４０～１００℃が好ましく、５０～９５℃がより好まし
い。ストレーナーで除去できない不純物が多い場合は、必要に応じて濾過を行い、不純物
を除去する。熱水を使用する場合、濾過は一定の温度まで冷却した後に実施するのが良い
。一定温度まで冷却することにより、沈殿等の不純物を効率良く除去可能となる。濁りや
沈殿の防止として濾過を行う場合は、例えば、遠心分離、濾布、珪藻土濾過やフィルター
濾過等を用いて行うことができる。飲料のヘイズ値や吸光度を小さくするためにはフィル
ター濾過等の精密濾過が好ましい。濾過処理の際には、香味に寄与する成分の過剰な除去
を防ぐため、捕捉粒子径の適切な設定を行うことが望ましい。濾過を行い不純物を除去す
ることで、保存時の沈殿の発生の抑制や、飲用時ののどごしの悪さ等を改善することがで
きる。これに必要に応じて酸化防止剤、ｐＨ調製剤等の添加剤を加える。茶系飲料製造後
は、充填する容器に応じて適切な工程で殺菌、充填を行う。
【００８６】
また、葛花処理物の原料として葛花抽出物を用いる場合は、熱水に各種茶葉を加え、茶葉
等を除去後、ストレーナーなどで不純物を除き、茶抽出液を得ることができる。茶抽出液
は、そのまま用いてもよいし、あらかじめ溶媒を濃縮又は乾固したものも使用することも
できる。熱水の温度は茶葉に応じて適宜決めることができるが、４０～１００℃の間であ
れば良く、好ましくは、５０～９５℃である。ストレーナーで除去できない不純物が多い
場合は、必要に応じて濾過を行い、不純物を除去する。熱水を使用する場合、濾過は一定
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不純物を効率良く除去可能となる。濾過を行い不純物を除去することで、保存時の沈殿の
発生の抑制や、飲用時ののどごしの悪さ等を改善することができる。次に、葛花抽出物に
水や熱水を加えたものをあらかじめ調製し、茶抽出液に加えて撹拌する。熱水の温度は４
０～１００℃が好ましく、５０～９５℃がより好ましい。これに必要に応じて酸化防止剤
、ｐＨ調製剤等の添加剤を加える。茶系飲料製造後は、充填する容器に応じて適切な工程
で殺菌、充填を行う。
【００８７】
（コーヒー飲料の製造）
本発明の容器詰め飲料がコーヒー飲料の場合は、コーヒーを熱水で抽出した抽出液に、上
記製造方法にて得られる葛花液を添加することもできるし、葛花抽出物を使用することも
でき、必要に応じて甘味料、乳成分、乳化剤、ｐＨ調整剤等の添加剤を加えることで得る
ことができる。熱水の温度は４０～１００℃が好ましく、５０～９５℃がより好ましい。
コーヒー飲料製造後は、充填する容器に応じて適切な工程で殺菌、充填を行う。
【００８８】
本発明の容器詰め飲料は、希釈せずにそのまま飲用できるものであるが、利用者の好みに
応じて水や牛乳等のその他の飲料で希釈して飲用することも可能である。また、濃縮液や
粉末飲料等を本発明の容器詰め飲料を用いて希釈し、飲用することも可能である。
【００８９】
本発明の容器詰め飲料は、販売時に加熱したり、冷却したりすることも可能である。例え
ば、店頭や自動販売機での販売時にあらかじめ容器ごと加熱したり冷却したりすることが
でき、長時間加熱・冷却状態を保持し続けても風味や外観等の品質を劣化させることなく
、安定した品質で保存や販売が可能である。また、飲用の都度、電子レンジで加熱したり
、冷蔵庫で冷却したりすることを繰り返しても葛花処理物の分解や飲料の劣化等は起こり
にくいため、風味や外観の劣化が少なく、一定品質の保持が可能である。
【実施例】
【００９０】
　以下に本発明を実施例を挙げて説明するが、本発明はこれにより限定されるものではな
い。
【００９１】
製造例１～５　葛花飲料の製造
　表１の配合量に従い、葛花飲料を製造した。葛花処理物は、葛花抽出物を使用した。
【００９２】
【表１】

【００９３】
　葛花抽出物に水を加え、５分間撹拌して葛花抽出物を溶解させた。その後、濾過を行い
、不純物を除去した。得られた液を殺菌温度１３５．５℃、殺菌保持時間４０秒の殺菌条
件で殺菌し、ＰＥＴボトルに充填し、目的の容器詰め飲料（製造例１～５）を得た。
【００９４】
製造例６～１０　緑茶飲料の製造
　表２の配合量に従い、緑茶飲料を製造した。葛花処理物は、葛花抽出物を使用した。
【００９５】
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【表２】

【００９６】
８０℃の熱水に緑茶葉を加え、緑茶を抽出した後、室温まで冷却した。濾過により緑茶葉
を除去し、緑茶抽出液を得た。次に、葛花抽出物に水を加え溶解させたものを、先に得た
緑茶抽出液に加えた。次に、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムに水を加えて溶解させたもの
を、緑茶抽出液に加えた。次に、７０℃程度の熱水に炭酸水素ナトリウムを加えて溶解さ
せたものを緑茶抽出液に加えた。得られた液を殺菌温度１３５．５℃、殺菌保持時間４０
秒の殺菌条件で殺菌し、ＰＥＴボトルに充填し、目的の容器詰め飲料（製造例６～１０）
を得た。
【００９７】
製造例１１～１５　烏龍茶飲料の製造
表３の配合量に従い、烏龍茶飲料を製造した。葛花処理物は、葛花抽出物を使用した。
【００９８】

【表３】

【００９９】
８０℃の熱水に烏龍茶葉を加え、烏龍茶を抽出した後、室温まで冷却した。濾過により烏
龍茶葉を除去し、烏龍茶抽出液を得た。次に、葛花抽出物に水を加え溶解させたものを、
先に得た烏龍茶抽出液に加えた。次に、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムに水を加えて溶解
させたものを、烏龍茶抽出液に加えた。次に、７０℃程度の熱水に炭酸水素ナトリウムを
加えて溶解させたものを烏龍茶抽出液に加えた。得られた液を殺菌温度１３５．５℃、殺
菌保持時間４０秒の殺菌条件で殺菌し、ＰＥＴボトルに充填し、目的の容器詰め飲料（製
造例１１～１５）を得た。
【０１００】
製造例１６～２０　紅茶飲料の製造
表４の配合量に従い、紅茶飲料を製造した。葛花処理物は、葛花抽出物を使用した。
【０１０１】
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【表４】

【０１０２】
８０℃の熱水に紅茶葉を加え、紅茶を抽出した後、室温まで冷却した。濾過により紅茶葉
を除去し、紅茶抽出液を得た。次に、葛花抽出物に水を加え溶解させたものを、先に得た
紅茶抽出液に加えた。次に、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムに水を加えて溶解させたもの
を、紅茶抽出液に加えた。次に、７０℃程度の熱水に炭酸水素ナトリウムを加えて溶解さ
せたものを紅茶抽出液に加えた。得られた液を殺菌温度１３５．５℃、殺菌保持時間４０
秒の殺菌条件で殺菌し、ＰＥＴボトルに充填し、目的の容器詰め飲料（製造例１６～２０
）を得た。
【０１０３】
製造例２１～２５　紅茶飲料の製造
表５の配合量に従い、紅茶飲料を製造した。葛花処理物は、葛花抽出物を使用した。
【０１０４】

【表５】

【０１０５】
８０℃の熱水に紅茶葉を加え、紅茶を抽出した後、室温まで冷却した。濾過により紅茶葉
を除去し、紅茶抽出液を得た。次に、葛花抽出物に水を加え溶解させたものを、先に得た
紅茶抽出液に加えた。次に、砂糖、果汁を加えた。Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムに水を
加えて溶解させたものを、紅茶抽出液に加えた。次に、７０℃程度の熱水に炭酸水素ナト
リウムを加えて溶解させたものを紅茶抽出液に加えた。得られた液を殺菌温度１３５．５
℃、殺菌保持時間４０秒の殺菌条件で殺菌し、紙パックに充填し、目的の容器詰め飲料（
製造例２１～２５）を得た。
【０１０６】
製造例２６～３０　コーヒー飲料の製造
表６の配合量に従い、コーヒー飲料を製造した。葛花処理物は、葛花抽出物を使用した。
【０１０７】
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【表６】

【０１０８】
焙煎し、粉砕したコーヒー豆を抽出してコーヒー抽出液を得た。この抽出液に甘味料（砂
糖又はスクラロース）、牛乳、乳化剤、水を混合し、炭酸水素ナトリウムを添加してｐＨ
を調整した。その後、７５℃にて缶に充填し、密封して２２３．５℃で２５分間の殺菌条
件で殺菌し、目的の容器詰め飲料を得た。なお、缶充填の際ヘッドスペースを窒素ガスで
置換した。
【０１０９】
製造例３１　ブレンド茶飲料の製造
表７の配合量に従い、ブレンド茶飲料を製造した。葛花処理物は、葛花抽出物を使用した
。
【０１１０】
【表７】

【０１１１】
８０℃の熱水に発芽玄米、大麦、麦芽エキス、とうもろこし、はと麦、大豆、ルイボスを
含むブレンド茶葉を加え、ブレンド茶を抽出した後、室温まで冷却した。濾過によりブレ
ンド茶葉を除去し、ブレンド茶抽出液を得た。次に、葛花抽出物に水を加え溶解させたも
のを、先に得たブレンド茶抽出液に加えた。次に、カテキン抽出物、環状オリゴ糖を加え
た。アスコルビン酸に水を加えて溶解させたものを、ブレンド茶抽出液に加えた。得られ
た液を殺菌温度１３８℃、殺菌保持時間３０秒の殺菌条件で殺菌し、８６℃でＰＥＴボト
ルに充填し、キャッフ゜にて密閉した。その後流水にて冷却し、目的の容器詰め飲料を得
た。
【０１１２】
製造例３２　清涼飲料の製造
表８の配合量に従い、清涼飲料を製造した。葛花処理物は、葛花抽出物を使用した。
【０１１３】
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【表８】

【０１１４】
表８に記載の原料を配合し、水を加えて撹拌した。得られた液を殺菌温度１３８℃、殺菌
保持時間３０秒の殺菌条件で殺菌し、８６℃でＰＥＴボトルに充填し、キャップにて密閉
した。その後流水にて冷却し、目的の容器詰め飲料を得た。
【０１１５】
製造例３３～３７　テクトリゲニン類含有飲料の製造
　表９の配合量に従い、テクトリゲニン類含有飲料を製造した。テクトリゲニン類は、葛
花処理物由来のものを使用した。
【０１１６】
【表９】

【０１１７】
　テクトリゲニン類に水を加え、５分間撹拌してテクトリゲニン類を溶解させた。その後
、濾過を行い、不純物を除去した。得られた液を殺菌温度１３５．５℃、殺菌保持時間４
０秒相当の殺菌条件で殺菌し、ＰＥＴボトルに充填し、目的の容器詰め飲料（製造例３３
～３７）を得た。
【０１１８】
製造例３８～４２　緑茶飲料の製造
　表１０の配合量に従い、緑茶飲料を製造した。テクトリゲニン類は、葛花処理物由来の
ものを使用した。
【０１１９】
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【表１０】

【０１２０】
８０℃の熱水に緑茶葉を加え、緑茶を抽出した後、室温まで冷却した。濾過により緑茶葉
を除去し、緑茶抽出液を得た。次に、テクトリゲニン類に水を加え溶解させたものを、先
に得た緑茶抽出液に加えた。次に、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムに水を加えて溶解させ
たものを、緑茶抽出液に加えた。次に、７０℃程度の熱水に炭酸水素ナトリウムを加えて
溶解させたものを緑茶抽出液に加えた。得られた液を殺菌温度１３５．５℃、殺菌保持時
間４０秒相当の殺菌条件で殺菌し、ＰＥＴボトルに充填し、目的の容器詰め飲料（製造例
３８～４２）を得た。
【０１２１】
製造例４３～４７　烏龍茶飲料の製造
表１１の配合量に従い、烏龍茶飲料を製造した。テクトリゲニン類は、葛花処理物由来の
ものを使用した。
【０１２２】

【表１１】

【０１２３】
８０℃の熱水に烏龍茶葉を加え、烏龍茶を抽出した後、室温まで冷却した。濾過により烏
龍茶葉を除去し、烏龍茶抽出液を得た。次に、テクトリゲニン類に水を加え溶解させたも
のを、先に得た烏龍茶抽出液に加えた。次に、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムに水を加え
て溶解させたものを、烏龍茶抽出液に加えた。次に、７０℃程度の熱水に炭酸水素ナトリ
ウムを加えて溶解させたものを烏龍茶抽出液に加えた。得られた液を殺菌温度１３５．５
℃、殺菌保持時間４０秒相当の殺菌条件で殺菌し、ＰＥＴボトルに充填し、目的の容器詰
め飲料（製造例４３～４７）を得た。
【０１２４】
製造例４８～５２　紅茶飲料の製造
表１２の配合量に従い、紅茶飲料を製造した。テクトリゲニン類は、葛花処理物由来のも
のを使用した。
【０１２５】
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【表１２】

【０１２６】
８０℃の熱水に紅茶葉を加え、紅茶を抽出した後、室温まで冷却した。濾過により紅茶葉
を除去し、紅茶抽出液を得た。次に、テクトリゲニン類に水を加え溶解させたものを、先
に得た紅茶抽出液に加えた。次に、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムに水を加えて溶解させ
たものを、紅茶抽出液に加えた。次に、７０℃程度の熱水に炭酸水素ナトリウムを加えて
溶解させたものを紅茶抽出液に加えた。得られた液を殺菌温度１３５．５℃、殺菌保持時
間４０秒相当の殺菌条件で殺菌し、ＰＥＴボトルに充填し、目的の容器詰め飲料（製造例
４８～５２）を得た。
【０１２７】
製造例５３～５７　紅茶飲料の製造
表１３の配合量に従い、紅茶飲料を製造した。テクトリゲニン類は、葛花処理物由来のも
のを使用した。
【０１２８】

【表１３】

【０１２９】
８０℃の熱水に紅茶葉を加え、紅茶を抽出した後、室温まで冷却した。濾過により紅茶葉
を除去し、紅茶抽出液を得た。次に、テクトリゲニン類に水を加え溶解させたものを、先
に得た紅茶抽出液に加えた。次に、砂糖、果汁を加えた。Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム
に水を加えて溶解させたものを、紅茶抽出液に加えた。次に、７０℃程度の熱水に炭酸水
素ナトリウムを加えて溶解させたものを紅茶抽出液に加えた。得られた液を殺菌温度１３
５．５℃、殺菌保持時間４０秒相当の殺菌条件で殺菌し、紙パックに充填し、目的の容器
詰め飲料（製造例５３～５７）を得た。
【０１３０】
製造例５８～６２　コーヒー飲料の製造
表１４の配合量に従い、コーヒー飲料を製造した。テクトリゲニン類は、葛花処理物由来
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のものを使用した。
【０１３１】
【表１４】

【０１３２】
焙煎し、粉砕したコーヒー豆を抽出してコーヒー抽出液を得た。この抽出液に甘味料（砂
糖又はスクラロース）、牛乳、乳化剤、水を混合し、炭酸水素ナトリウムを添加してｐＨ
を調整した。その後、７５℃にて缶に充填し、密封して２２３．５℃で２５分間の殺菌条
件で殺菌し、目的の容器詰め飲料（製造例５８～６２）を得た。なお、缶充填の際ヘッド
スペースを窒素ガスで置換した。
【０１３３】
製造例６３　ブレンド茶飲料の製造
表１５の配合量に従い、ブレンド茶飲料を製造した。テクトリゲニン類は、葛花処理物由
来のものを使用した。
【０１３４】

【表１５】

【０１３５】
８０℃の熱水に発芽玄米、大麦、麦芽エキス、とうもろこし、はと麦、大豆、ルイボスを
含むブレンド茶葉を加え、ブレンド茶を抽出した後、室温まで冷却した。濾過によりブレ
ンド茶葉を除去し、ブレンド茶抽出液を得た。次に、テクトリゲニン類に水を加え溶解さ
せたものを、先に得たブレンド茶抽出液に加えた。次に、カテキン抽出物、環状オリゴ糖
を加えた。アスコルビン酸に水を加えて溶解させたものを、ブレンド茶抽出液に加えた。
得られた液を殺菌温度１３８℃、殺菌保持時間３０秒の殺菌条件で殺菌し、８６℃でＰＥ
Ｔボトルに充填し、キャッフ゜にて密閉した。その後流水にて冷却し、目的の容器詰め飲
料を得た。
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【０１３６】
製造例６４　清涼飲料の製造
表１６の配合量に従い、清涼飲料を製造した。テクトリゲニン類は、葛花処理物由来のも
のを使用した。
【０１３７】
【表１６】

【０１３８】
表１６に記載の原料を配合し、水を加えて撹拌した。得られた液を殺菌温度１３８℃、殺
菌保持時間３０秒の殺菌条件で殺菌し、８６℃でＰＥＴボトルに充填し、キャッフ゜にて
密閉した。その後流水にて冷却し、目的の容器詰め飲料を得た。
【０１３９】
（葛花処理物含有飲料の評価）
葛花処理物を含有する飲料（葛花飲料、緑茶）について、各種評価を実施した。使用した
葛花処理物含有飲料は製造例２、製造例８で製造した飲料を使用した。ＰＥＴボトルに充
填し、密封したものをそれぞれ冷蔵（４℃）、室温、高温（４０℃）で一定期間保管し、
それぞれ吸光度（７２０ｎｍにて測定）、ブリックス値、テクトリゲニン類含有率、官能
評価（沈殿（澱））を評価した。なお、製造例２（サンプル１～３）のｐＨは６．６であ
り、製造例８（サンプル４～６）のｐＨは６．４であった。また、製造例８の葛花処理物
含有飲料中に含まれるカテキン類の含有量は葛花処理物に対して０．７４倍であった。
【０１４０】

【表１７】

【０１４１】
実施例１　吸光度の評価
表１７に記載のサンプル１～６について、それぞれ保存開始（０ヶ月）、保存開始後１ヶ
月、３ヶ月の時点での７２０ｎｍにおける吸光度を測定した。その結果を図１に示す。図
１より、保存期間中の吸光度はいずれも０．０５未満であり、高い透明性を有し、温度条
件に関わらず安定して保存できることがわかった。
【０１４２】
実施例２　ブリックス値の評価
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表１７に記載のサンプル２及び５について、それぞれ保存開始（０ヶ月）、保存開始後１
ヶ月、３ヶ月におけるブリックス値を、屈折計を用いて測定した。結果を表１０に示す。
表１８から、ブリックス値は保存前と比較し、変動は±０．０１と変化は小さく、安定し
て保存できることがわかった。
【０１４３】
【表１８】

【０１４４】
実施例３　テクトリゲニン類の評価
表１７に記載のサンプル２，３，５及び６について、保存中のテクトリゲニン類の含有率
を評価した。保存開始（０ヶ月）、保存開始後１ヶ月、３ヶ月におけるテクトリゲニン類
含有量の変化率を、ＨＰＬＣを使用して測定し、保存開始（０ヶ月）を基準としてそれぞ
れの含有率を算出した。その結果を図２に示す。図２より、本発明の容器詰め飲料は室温
、高温（４０℃）のいずれの保管状態においても、高いテクトリゲニン類の含有率を示し
た。特に、茶処理物として緑茶抽出物を併用する飲料については、葛花抽出物のみで保存
する場合に比べ、高いテクトリゲニン類の含有率を維持していた。
【０１４５】
実施例４　澱（沈殿）の評価
サンプル１～６について、保存開始後１ヶ月、３ヶ月における澱の状態を目視で観察した
。サンプル１～６のいずれも澱は発生しておらず、透明性を保っていた。
【０１４６】
実施例１～４より、本発明の容器詰め飲料は、長期保存安定性に優れていることがわかる
。特に、葛花抽出物と茶処理物、特に緑茶抽出物を併用することにより、テクトリゲニン
類の保持効果が高く、保存安定性に優れていることがわかる。
【０１４７】
製造例６５～７９　葛花含有飲料の製造
表１９、２０に記載の配合で葛花含有飲料を製造した。
【０１４８】

【表１９】

【０１４９】
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【表２０】

【０１５０】
葛花抽出物、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム、水を計りとり、５分間撹拌して葛花含有液
を調整した。葛花抽出物、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムはそれぞれ０．００１５ｇ／ｍ
Ｌ、０．００５ｇ／ｍＬとなるように調製した。次に、甘味料として、アセスルファムカ
リウム（甘味度：２００）、スクラロース（甘味度：１００）、ステビア（甘味度：２０
０）、アスパルテーム（甘味度：１００～２００）、エリスリトール（甘味度：０．７５
～０．８０)、キシリトール（甘味度：０．６０）、ソーマチン（甘味度：３００～８０
０）を準備し、それぞれの甘味料について、甘味度が６となるように甘味料水溶液を調製
した。なお、甘味度を算出する際、アスパルテームの甘味度は１５０として、エリスリト
ールの甘味度は０．７８として、ソーマチンの甘味度は５５０として算出した。次に、葛
花含有液が４０質量％、甘味料水溶液が６０質量％となるように各水溶液を混合し、製造
例６５～７９の飲料を得た。尚、製造例６５は甘味料水溶液の代わりに水を用いた。
【０１５１】
比較製造例１～７　大豆含有飲料の製造
表１９において、葛花抽出物を大豆抽出物に変えて、他は製造例６５～７１と同様にして
調製し、比較製造例１～７の飲料を得た。
【０１５２】
【表２１】

【０１５３】
実施例５～１８、比較例１～７　人工甘味料を用いた葛花飲料の官能評価
製造例６５～７９、及び比較製造例１～７で得られたサンプルを用いて官能評価を実施し
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た。被験者１１名に、製造例６５～７９のサンプルを少量ずつ試飲し、各評価項目（美味
しさ、香りの良さ、にがみの感じ易さ、えぐみ（えぐみのなさ）、甘さの好み、飲みやす
さ、すっきり感、後味、舌触り）について、下記表２２に従い点数を付けた。比較例とし
て、イソフラボンを含有する素材である大豆抽出物を使用し、同様に評価した。
集計後、人工甘味料を配合していないサンプル（製造例６５）に比べてその他サンプルの
評価項目がどの程度変化したかを算出した。大豆抽出物を使用した場合は、比較製造例１
のサンプルに比べてその他サンプルの評価項目がどの程度変化したかを算出した。
結果を表２３～２５に示す。表中、数値がプラスのものは甘味料なしと比較して良くなっ
たことを示し、数値がマイナスのものは甘味料なしと比較して悪くなったことを示す。
【０１５４】
【表２２】

【０１５５】
【表２３】

【０１５６】
【表２４】

【０１５７】
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【表２５】

【０１５８】
表２３～２５より、葛花抽出物を使用した場合、人工甘味料を添加することでどの項目も
人工甘味料添加前よりも評価結果が良くなり、飲みやすくなることがわかった。特に、美
味しさ、えぐみ、甘さの好み、飲みやすさ、後味については高い評価が得られた。人工甘
味料を単独で使用する場合は、アセスルファムカリウム、アスパルテーム、スクラロース
、ステビアを用いることで、他の人工甘味料に比べて高い評価が得られることがわかった
。更に、人工甘味料を２種類以上使用することで、より評価結果が良く、美味しさ、香り
の良さ、にがみの感じ易さ、えぐみ、甘さの好み、飲みやすさ、後味が改善し、より飲料
に適することがわかった。特に、アセスルファムカリウム、アスパルテーム、スクラロー
ス、ステビアは、２種以上用いるか、その他人工甘味料との組合せることで評価結果がい
ずれも高く、飲みやすい飲料を提供できることがわかった。
一方、同じイソフラボン抽出物である大豆抽出物を用いた例では、いずれの項目も甘味料
なしと比較して同程度か若干良くなる程度であり、甘味料の種類によっては甘味料なしよ
りも悪くなる傾向であった。
【０１５９】
製造例８０～７９　葛花紅茶飲料の製造
表２６に記載の配合で葛花紅茶飲料を製造した。
【０１６０】
【表２６】

【０１６１】
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紅茶９ｇに熱湯３００ｍＬを加え、１分間蒸らして紅茶抽出液を調製した。得られた紅茶
抽出液に葛花抽出物、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムを計りとり、５分間撹拌して葛花含
有液（紅茶入り）を調整した。葛花抽出物、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムはそれぞれ０
．００１５ｇ／ｍＬ、０．００５ｇ／ｍＬとなるように調製した。次に、甘味料として、
アセスルファムカリウム（甘味度：２００）、スクラロース（甘味度：１００）、ステビ
ア（甘味度：２００）、アスパルテーム（甘味度：１００～２００）、ソーマチン（甘味
度：３００～８００）を準備し、それぞれの甘味料について、甘味度が６となるように甘
味料水溶液を調製した。なお、甘味度を算出する際、アスパルテームの甘味度は１５０と
して、ソーマチンの甘味度は５５０として算出した。次に、葛花含有液を４０質量％、甘
味料水溶液を６０質量％となるように各水溶液を混合し、製造例８０～８６の紅茶飲料を
得た。尚、製造例８０は甘味料水溶液の代わりに水を用いた。
【０１６２】
実施例１９～２４　人工甘味料を用いた葛花紅茶飲料の官能評価
製造例８０～８６で得られたサンプルを用いて官能評価を実施した。被験者８名に、製造
例８０～８６のサンプルを少量ずつ試飲し、各評価項目（美味しさ、香りの良さ、にがみ
の感じ易さ、えぐみ（えぐみのなさ）、甘さの好み、飲みやすさ、すっきり感、後味、舌
触り）について、表２２に従い点数を付けた。
集計後、人工甘味料を配合していないサンプル（製造例８０）に比べてその他サンプルの
評価項目がどの程度変化したかを算出した。
結果を表２７に示す。表中、数値がプラスのものは甘味料なしと比較して良くなったこと
を示し、数値がマイナスのものは甘味料なしと比較して悪くなったことを示す。
【０１６３】
【表２７】

【０１６４】
表２７より、葛花紅茶飲料を使用した場合、人工甘味料を添加することでどの項目も人工
甘味料添加前よりも評価結果が良くなり、飲みやすくなることがわかった。特に、甘さの
好み、飲みやすさ、すっきり感、後味については高い評価が得られた。特に、人工甘味料
を２種類以上使用することで、より評価結果が良く、全ての項目で高い評価となり、飲み
やすい飲料を提供できることがわかった。
【０１６５】
実施例２５～３０　甘味料を用いた葛花飲料の安定性評価
製造例６６、６７、６９、７３及び７５で得られた葛花含有飲料について、安定性評価を
行った。甘味料による安定性の違いを比較するため、ショ糖を用いた評価を併せて行った
。甘味料としてショ糖を用いた葛花飲料は、甘味度が６となるようにショ糖水溶液を調製
し、製造例６５～７９と同様の方法で調製した。使用したサンプルを表２８に示す。
【０１６６】
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【表２８】

【０１６７】
洗浄したサンプルビンに表２８で準備した葛花含有飲料を充填し、密封したものを室温で
一定期間保管し、吸光度（７２０ｎｍにて測定）を評価した。それぞれのサンプルについ
て、保存開始前（０日）、１４日後の時点での７２０ｎｍにおける吸光度を測定した。結
果を表２９に示す。
【０１６８】

【表２９】

【０１６９】
表２９より、保存期間中の吸光度はいずれも０．５未満であり、高い透明性を有し、室温
条件下で安定して保存できることがわかった。特に、人工甘味料を使用する実施例２５～
２９においては、吸光度はいずれも０．１未満とより高い透明性を有するものであり、そ
の変化量は０．０５以下であった。このことから、人工甘味料を用いることで、葛花飲料
を安定保存できることがわかる。
【０１７０】
（動物試験による葛花処理物の効果の確認）
　マウスに葛花処理物、葛花処理物及び人工甘味料の混合物を投与し、体脂肪低減効果、
血糖値上昇抑制効果を確認した。７週齢の雄性Ｃ５７ＢＬ／６Ｊマウスを８匹を５日間馴
化後、体重値に基づいてＡ～Ｄの４群に群分けし、各群に対応した試験飼料を１４日間自
由摂取させた。投与した飼料を表３０に示す。
【０１７１】
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【表３０】

【０１７２】
（体脂肪低減効果の確認）
　上記群分けしたマウスを試験１４日目に解剖し、腸間膜白色脂肪組織を採取し、重量を
測定した。体重増加率及び腸間膜の白色脂肪重量を表３１に示す。
【０１７３】
【表３１】

【０１７４】
　実施例３１及び比較例７より、葛花処理物を含有する飼料（Ｂ群）を摂取したマウスは
葛花処理物を含有していない飼料（Ａ群）を摂取したマウスと比較して、高脂肪食の飼料
を摂取下にもかかわらず、体重増加、白色脂肪重量の増加を抑制することができた。また
、実施例３２及び比較例８から、人工甘味料を使用した場合においても、葛花処理物を含
有することで体重増加、白色脂肪重量の増加を抑制することができた。さらに、実施例３
１及び実施例３２から、葛花処理物と人工甘味料を併用することで、効果的に体重増加、
白色脂肪重量増加を抑制できており、葛花処理物と人工甘味料の併用は、体重増加、白色
脂肪重量増加の抑制について相乗効果があることがわかる。
【０１７５】
　（血糖値上昇抑制効果の確認）
　上記群分けしたマウスを試験１４日目に尾静脈より採血を行い、小型血糖値測定器（グ
ルテストエース：株式会社三和化学研究所）を用いて血糖値を測定した。測定結果を表３
２に示す。
【０１７６】
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【表３２】

【０１７７】
　実施例３３及び比較例９より、葛花処理物を含有する飼料（Ｂ群）を摂取したマウスは
葛花処理物を含有していない飼料（Ａ群）を摂取したマウスと比較して、高脂肪食の飼料
を摂取下にもかかわらず、血糖値の上昇を抑制することができた。また、実施例３４及び
比較例１０から、人工甘味料を使用した場合においても、葛花処理物を含有することで血
糖値の上昇を抑制することができた。さらに、実施例３３及び実施例３４から、葛花処理
物と人工甘味料を併用することで、効果的に血糖値の上昇を抑制できており、葛花処理物
と人工甘味料の併用は、血糖値の上昇抑制について相乗効果があることがわかる。
【０１７８】
　製造例８８～９４
　表３３に記載の配合で、葛花含有飲料を製造した。ビーカーに、葛花処理物と安息香酸
を計りとり、水を加えて撹拌し、溶解した。次に、クエン酸水溶液（２Ｍ）又はクエン酸
ナトリウム水溶液（２Ｍ）を加え、目的のｐＨ（２～８）となるように各溶液のｐＨを調
整した。なお、ｐＨ２～５はクエン酸水溶液、ｐＨ６～８はクエン酸ナトリウム水溶液を
用いた。ｐＨ調整後、各溶液を８５℃３０分間湯煎し、殺菌済みのペットボトルに入れキ
ャップをし、さらに８５℃の湯で３０分間加熱することで殺菌を行った。
【０１７９】

【表３３】

【０１８０】
　実施例３５　ｐＨ依存性の評価１
　製造例８８～９４で得られた葛花含有飲料を室温にて保管した。製造例８８～９４につ
いて、それぞれ保存開始（０ヶ月）、保存開始後１ヶ月、３ヶ月、及び４ヶ月の時点での
７２０ｎｍにおける吸光度及びテクトリゲニン類含有量をＨＰＬＣを使用して測定し、保
存開始（０ヶ月）を基準としてそれぞれの変化率を算出した。測定した。その結果を図３
及び図４に示す。
　図３より、保存期間中の吸光度はいずれも０．５未満であり、長期間の保存における安
定性が高いことがわかった。特に、ｐＨが４以上の場合、吸光度が０．０５未満と高い透
明性を有し、長期間の安定性に優れることがわかった。
　テクトリゲニン類は、全てのサンプルにおいて１ヶ月で７０％以上保持されていた。特
に、ｐＨ７以下の場合、４ヶ月後のテクトリゲニン類は７０％以上保持されていることか
ら、葛花含有飲料を安定して保存するこが可能であることがわかる。さらにｐＨ６以下の
場合、４ヶ月経過後のテクトリゲニン類は９０％以上と高く、安定して保持されているこ
とがわかる。
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